
 

氷見市若年移住者奨学金返還支援補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、若年者の移住の促進等を図るため、氷見市補助金等交付規則

（昭和４４年氷見市規則第１２号）第２２条の規定に基づき、氷見市若年移住者

奨学金返還支援補助金（以下「補助金」という。）の交付に関し必要な事項を定

めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。 

（1）  転入日 氷見市に住民登録を行った日をいう。 

（2）  大学等 学校教育法(昭和２２年法律第２６号)に規定する大学、短期大学、

大学院、高等専門学校（１年生から３年生までを除く。）及び専修学校(専門課

程に限る。)をいう。  

（3）  奨学金 独立行政法人日本学生支援機構法(平成１５年法律第９４号) 第１４

条第１項に規定する学資貸与金又は地方公共団体等の奨学資金で市長が認める

ものをいう。 

（4）  市内事業所等就業者 市内において、雇用期間の定めがなく事業所で勤務す

る全ての役職員、個人で自ら事業を営む者又はその事業専従者（所得税法（昭

和４０年法律第３３号）第５７条第３項に規定する）をいう。 

（補助金交付対象者） 

第３条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する

者とする。  

（1）  令和７年４月１日以降、市内に転入した者であって、当該転入した日以前に

市内に居住していなかった者。ただし、地域おこし協力隊及び地域活性化企

業人は除く。  

（2）  転入日において、年齢が３９歳以下の者であって、転入日の属する月から起



 

算して６月以上継続して市内に居住し、１０年以上継続して居住する意思が

ある者  

（3）  大学等への進学時又は在学中に奨学金の貸与を受け、自ら返還している者で

あって、返還に滞納がない者  

（4）  奨学金の返還に対して、他の助成を受けていない者  

（5）  申請者及びその世帯員が氷見市に納付すべき市税を滞納していないこと。  

（補助金の対象期間） 

第４条 補助金の交付の対象となる期間は、申請者が市内に転入し、奨学金を返還

した最初の月から起算して１２０月を限度とする。ただし、交付の対象となる期

間の途中で奨学金を完済したときは、最後に返還した月までとする。 

 （補助金の交付額等） 

第５条 補助金の交付額及び限度額は、次の各号に掲げるとおりとする。 

（1）  市内事業所等就業者 補助金の交付申請をする年の前年の１月から１２月ま

での奨学金の返還金の額に２分の１を乗じて得た額とし、１２０，０００円

を限度とする。なお、連続して３月を超えて休職をしている期間は、同条第

２号に該当するものとする。ただし、育児休業、介護休業等育児又は家族介

護を行う労働者の福祉に関する法律（平成３年法律第７６号）に規定する育

児休業及び介護休業を取得した場合は、同号の助成の対象とする。 

（2）  市内事業所等就業者に該当しない者 補助金の交付申請をする年の前年の１

月から１２月までに返還した奨学金の返還金の額に２分の１を乗じて得た額

とし、１００，０００円を限度とする。 

（3）  前２号について、補助金の交付額に１００円未満の端数がある場合は、その

端数を切り捨てた額とする。 

２ 補助金の交付申請をする年の前年において、当該年内に交付対象となる期間が

１年に満たない場合の補助金の交付額は、前項各号の規定により得られた額に交

付対象となる月数を１２月で除した数を乗じて得た額とし、その限度額は、同項



 

各号に規定する限度額に交付対象となる月数を１２月で除した数を乗じて得た額

とする。 

３ 補助金の交付申請をする年の前年において、第１項各号に掲げる区分に変更が

生じた場合、その日の属する月から補助金の交付額を変更するものとし、第１項

各号の規定により得られた額に変更前及び変更後それぞれの月数を１２月で除し

た数を乗じて得た額の合計額とし、その限度額は、同項各号に規定する限度額に

変更前及び変更後それぞれの月数を１２月で除した数を乗じて得た額の合計額と

する。 

４ 奨学金の返還を半年賦又は年賦で行った場合は、当該返還金の額をその返還の

対象となった月数で除した額を月賦で対象月において支払ったものとみなす。 

５ 補助金の対象期間において繰上返還を行った場合は、当該返還金の額をその返

還の対象となった月数で除した額を月賦で支払ったものとし、月賦で支払った期

間までを支払いしたものとみなす。 

 （交付額等の特例） 

第６条 転入日の属する月から起算して６月以上となる月が当該年の１２月末日を

越える場合は、翌年の１月から１２月までの奨学金の返還金の額に対する補助金

の交付時に合わせて交付する。  

 （交付の申請） 

第７条 補助金の交付を受けようとする者は、１２月末日現在において第３条の規

定に該当することとなった後、補助金交付申請書（様式第１号）に次に掲げる書

類を添えて、毎年 1 月 1 日から２月末日（その日が氷見市の休日を定める条例（平

成元年氷見市条例第３号）第１条に規定する市の休日の当たるときは、市の休日

の前日）までの間に市長に提出しなければならない。  

（1）  奨学金の貸与及び転入月の前月末時点の返還残額が確認できる書類（初回の

み）  

（2）  居住履歴が確認できる書類（初回のみ）  



 

（3）  個人情報の取扱いに関する同意書（初回のみ）  

（4）  氷見市若年移住者奨学金返還支援補助金申請に関する誓約書（初回のみ）  

（5）  奨学金の毎月の返還金額が確認できる書類  

（6）  （市内事業所等就業者の場合）就労証明書（様式第２号）。なお、個人で事

業等を行う者については自らの業を営むことが確認できる書類（登記事項証

明書、確定申告書、開業等届出書等の写し）  

（7）  その他市長が必要と認める書類  

 （補助金の交付及び額の確定） 

第８条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助

金の交付が適当であると認める場合は、予算の範囲内において、交付及び額の確

定を行い、申請者に対しその旨を通知するものとする。 

 （補助金の返還）  

第９条 補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、交付を

受けた補助金を返還しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事情があ

ると認めたときは、全部又は一部の返還を免除することができる。 

（1）  虚偽又はその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。  

（2）  補助金の交付を受けた者が、転入日から１０年以内に転出したとき。  

 （細則） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長

が定める。 

   附 則 

この要綱は、令和７年４月１日から施行し、令和７年４月１日以降に返還した奨

学金について適用する。  

 


